【本編】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府国保護措置実施マニュアル新旧対照表
	頁
	旧
	新
	理　由



	
	□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P5


	(2) 指令部会議の開催

　

部　長
危機管理監
副部長
危機管理室長
部　員
 政策企画総務課長、報道長、危機管理課長、消防防災課長、
保安対策課長、財政課長、人事課長、庁舎管理課長、

 府民文化総務課長、福祉総務課長、健康医療総務課長、

保健医療室長、商工労働総務課長、環境農林水産総務課長、

都市整備総務課長、道路環境課長、住宅まちづくり総務課長、

会計局長、水道部経営企画課長、
教育委員会事務局教育総務企画課長

	(2) 指令部会議の開催

　

部　長
危機管理監
副部長
危機管理室長
部　員
 政策企画総務課長、報道長、危機管理課長、消防防災課長、
保安対策課長、財政課長、人事課長、庁舎管理課長、

 府民文化総務課長、福祉総務課長、健康医療総務課長、

保健医療室長、商工労働総務課長、環境農林水産総務課長、

都市整備総務課長、道路環境課長、住宅まちづくり総務課長、

会計局長、教育委員会事務局教育総務企画課長

	□組織改正



	P6


	(2) 対策本部会議の開催

本 部 長
 知事
副本部長
 副知事（３名）、危機管理監
本 部 員
 政策企画部長、報道長、危機管理室長、総務部長、
 府民文化部長、福祉部長、健康医療部長、
 商工労働部長、環境農林水産部長、都市整備部長
住宅まちづくり部長、会計管理者、水道企業管理者、
教育長、警察本部長

	(2) 対策本部会議の開催

本 部 長
 知事
副本部長
 副知事（３名）、危機管理監
本 部 員
 政策企画部長、報道長、危機管理室長、総務部長、
 府民文化部長、福祉部長、健康医療部長、
 商工労働部長、環境農林水産部長、都市整備部長
住宅まちづくり部長、会計管理者、教育長、警察本部長

	□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P10
P11

	部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
政策企画部
政策企画
部長
（中略）
（中略）
（中略）

応援第２班
地域主権課長
他の班の応援に関すること。

応援第３班
政令市連携課長
他の班の応援に関すること。

応援第４班
青少年・地域安全室治安対策課長
他の班の応援に関すること。

部名

部長担当職

班　　名

班長担当職
事務分掌
総務部

総務部長

（中略）
（中略）
（中略）

応援第６班
財産活用課長

他の班の応援に関すること。
応援第７班
統計課長

他の班の応援に関すること。
応援第８班

契約局

契約総務課長

他の班の応援に関すること。

応援第９班

契約局

建設工事契約課長

他の班の応援に関すること。

応援第10班

契約局

委託物品契約課長

他の班の応援に関すること。

府民文化部
府民文化
部長
府民文化
総務班
府民文化

総務課長
１　防災・危機管理指令部に関すること。

２　部内各班の連絡調整に関すること。

３　部内各班の被害状況のとりまとめ及び本部

への報告に関すること。

４　災害復旧事業計画の策定に関すること。

５　物価の安定に関すること。
私学・大学班
私学・大学課長
１　私立学校及び府立大学の災害対策に係る連絡調整に関すること。

２　私立学校の復旧指導に関すること。


	部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
政策企画部
政策企画
部長
（中略）
（中略）
（中略）

応援第２班
地域主権課長
他の班の応援に関すること。

応援第３班
大都市制度室
課長
他の班の応援に関すること。

応援第４班
政令市連携課長
他の班の応援に関すること。

応援第５班
青少年・地域安全室治安対策課長
他の班の応援に関すること。

部名

部長担当職

班　　名

班長担当職
事務分掌
総務部

総務部長

（中略）
（中略）
（中略）

応援第６班
大手前・森之宮

まちづくり課長
他の班の応援に関すること。
応援第７班
財産活用課長
他の班の応援に関すること。
応援第８班

統計課長
他の班の応援に関すること。

応援第９班

契約局

総務委託物品課長
他の班の応援に関すること。

応援第10班

契約局

建設工事課長
他の班の応援に関すること。

府民文化部
府民文化
部長
府民文化
総務班
府民文化

総務課長
１　防災・危機管理指令部に関すること。

２　部内各班の連絡調整に関すること。

３　部内各班の被害状況のとりまとめ及び本部

への報告に関すること。

４　災害復旧事業計画の策定に関すること。

５　物価の安定に関すること。
私学・大学班
私学・大学課長
１　私立学校及び府立大学・高等専門学校の災害対策に係る連絡調整に関すること。

２　私立学校の復旧指導に関すること。

	□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P12
P14

	部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
健康医療部
健康医療
部長
（中略）

（中略）

（中略）

環境衛生班
環境衛生課長
１ そ族昆虫の駆除指導に関すること。
２ 飲料水の水質検査等の措置に関すること。
３ 給水資機材の調達斡旋に関すること。
４ 水道施設の被害状況の把握に関すること。
５ 水道の広域応援の要請に関すること。
６ 給水活動の実施に関すること。
７ 広域火葬計画に基づく応援要請に関すること。
８ し尿の適正処理に関すること。
部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
府民文化部
府民文化
部長
男女共同参画
・NPO班
男女共同参画・NPO課長
男女共同参画施設の災害に係る連絡調整に関すること。
広報広聴班
府政情報室

広報広聴担当課長
１　府ホームページへの情報掲載など災害時の緊

急情報の提供等に関すること。

２　庁内放送に関すること。
３　災害状況の写真に関すること。

４　府民からの相談に関すること。

	部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
健康医療部
健康医療
部長
（中略）

（中略）

（中略）

環境衛生班

環境衛生課長

１ 大阪広域水道企業団及びその他水道関係機関との連絡調整に関すること。

２ 飲料水の水質検査等の措置に関すること。
３ 水質に関する情報収集及び連絡調整に関すること。

４ 給水資機材の調達斡旋に関すること。

５ 水道施設における被害・復旧状況の情報収集に関すること。

６ 水道の広域応援の要請に関すること。

７ 給水活動の実施に関すること。
８ 水道施設の復旧対策に関すること。

９ そ族昆虫の駆除指導に関すること。

10 広域火葬計画に基づく応援要請に関すること。
11 し尿の適正処理に関すること。
部名
部長担当職
班　　名
班長担当職
事務分掌
府民文化部
府民文化
部長
男女参画・府民協働班
男女参画・府民協働課長
男女共同参画施設の災害に係る連絡調整に関すること。
広報広聴班
府政情報室

広報広聴担当課長
１　府ホームページへの情報掲載など災害時の緊

急情報の提供等に関すること。

２　災害状況の写真に関すること。

３　府民からの相談に関すること。

	□組織改正

□業務見直し
□組織改正

□業務見直し



	頁
	旧
	新
	理　由


削除
		削除

	削除

	削除

	削除



６⇒本編 P14環境衛生

	班「事務分掌７」で読替え


			削除

	削除

	削除

１⇒本編P14環境衛生班「事務分掌７」で読替え

２⇒本編P14環境衛生班「事務分掌５」で読替え

３⇒本編P14環境衛生班「事務分掌５」で読替え

４⇒本編P14環境衛生班「事務分掌８」で読替え


	教育部
	教育長
	（中略）

	（中略）

	（中略）


			施設財務班

	施設財務課長

	１ 公立学校施設の復旧対策に関すること。

２ 府立学校の物品等の復旧対策に関すること。

			（中略）
	（中略）
	（中略）

			削除
	削除
	削除


	
	□見直し

□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P31


	　
　　[image: image1.emf]非　　常 非　　常 非　　常

1号配備 2号配備 3号配備

政策企画総務課 2 2

秘書課 2

2 5

地域主権課 1

政令市連携課 1

2

危機管理課

消防防災課

保安対策課

治安対策課 2

青少年課 1

計 48 71

財政課 1 2

行政改革課

出資法人課

 Ｉ　Ｔ推進課 2

企画厚生課 2

人事課 2

総務サービス課 2

税政課 1 3

徴税対策課 2

市町村課 4

法務課 2

庁舎管理課 6 38

財産活用課 2

統計課 2

契約総務課

建設工事契約課

委託物品契約課

計 10 67 全　員

府民文化総務課 1 5

私学・大学課 2

人　　　 権 　　　室 2

男女共同参画・ＮＰＯ課

2

1 2

都市魅力課 1

文化課 1

生涯スポーツ振興課 1

国際交流・観光課 3

計 2 19 全　員

府

民

文

化

部

全　員 府　政　情　報　室

都市魅力創造局

総

務

部

全　員



2

人　 　　事　 　　室 2

税　　 　務 　　　室

契　　　 約　 　　局



2

部　 （室） 　名 課　　　　名

政

策

企

画

部

全　員

企　　　 画　　 　室  （報道担当含む）

空　港　戦　略　室

危  機  管  理  室 44 55

青少年・地域安全室


	　　

　　[image: image2.emf]非　　常 非　　常 非　　常

1号配備 2号配備 3号配備

政策企画総務課 2 2

秘書課 2

2 5

地域主権課 1

大都市制度室 1

政令市連携課 1

2

危機管理課

消防防災課

保安対策課

治安対策課 2

青少年課 1

計 48 72

財政課 1 2

行政改革課

出資法人課

 Ｉ　Ｔ推進課 2

企画厚生課 2

人事課 2

総務サービス課 2

税政課 1 3

徴税対策課 2

市町村課 4

法務課 2

庁舎管理課 6 38

大手前・森之宮まちづくり課

2

財産活用課 2

統計課 2

総務委託物品課

建設工事課

計 10 69 全　員

府民文化総務課 1 5

私学・大学課 2

人　　　 権 　　　室 2

男女参画・府民協働課

2

1 2

都市魅力課 1

文化課 1

生涯スポーツ振興課 1

国際交流・観光課 3

計 2 19 全　員

部　 （室） 　名 課　　　　名

政

策

企

画

部

全　員

企　　　 画　　 　室  （報道担当含む）

空　港　戦　略　室

危  機  管  理  室 44 55

青少年・地域安全室

総

務

部

全　員



2

人　 　　事　 　　室 2

税　　 　務 　　　室

契　　　 約　 　　局



2

府

民

文

化

部

全　員 府　政　情　報　室

都市魅力創造局


	□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P32


	　

　[image: image3.emf]非　　常 非　　常 非　　常

1号配備 2号配備 3号配備

福祉総務課 1 4

地域福祉課 2

社会援護課 2

法人指導課 2

障がい福祉企画課 2

自立支援課 2

地域生活支援課 2

生活基盤推進課 2

介護支援課 2

施設課 2

居宅事業者課 2

子育て支援課 2

家庭支援課 2

国民健康保険課 2

計 30 全　員

健康医療総務課 1 4

医療対策課 1 2

医事看護課 2

健康づくり課 2

地域保健感染症課 2

薬務課 2

食の安全推進課 2

環境衛生課 2

計 2 18 全　員

商工労働総務課 2 6

企業誘致推進課 2

新エネルギー産業課 2

バイオ振興課 2

経営支援課 2

商業支援課 2

ものづくり支援課 2

経済交流促進課 2

金融支援課 2

貸金業対策課 2

労政課 2

雇用対策課 2

人材育成課 3

計 2 31 全　員

環境農林水産総務課 2 4

検査指導課 2

地球環境課 2

みどり推進課 2 4

資源循環課 2

産業廃棄物指導課 2

環境保全課 2

事業所指導課 2

交通環境課 2

推進課 1 3

整備課 6 12

流 通 対 策 室 5

水産課 2

動物愛護畜産課 2

計 11 46 全　員

環

境

農

林

水

産

部

全　員

みどり・都市環境室

循環型社会推進室

環 境 管 理 室

農 政 室

健

康

医

療

部

全　員

保 健 医 療 室

商

工

労

働

部

全　員

商 工 振 興 室

雇 用 推 進 室

部　 （室） 　名 課　　　　名

福

祉

部

全　員

地域福祉推進室

障がい福祉室

高 齢 介 護 室

子 ど も 室


	　

　[image: image4.emf]非　　常 非　　常 非　　常

1号配備 2号配備 3号配備

福祉総務課 1 4

地域福祉課 2

社会援護課 2

法人指導課 2

障がい福祉企画課 2

自立支援課 2

地域生活支援課 2

生活基盤推進課 2

介護支援課 2

施設課 2

居宅事業者課 2

子育て支援課 2

家庭支援課 2

国民健康保険課 2

計 1 30 全　員

健康医療総務課 1 4

医療対策課 1 2

医事看護課 　 2

健康づくり課 2

地域保健感染症課 2

薬務課 2

食の安全推進課 2

環境衛生課 2

計 2 18 全　員

商工労働総務部 2 6

企業誘致推進課 2

新エネルギー産業課 2

バイオ振興課 2

経営支援課 2

商業支援課 2

ものづくり支援課 2

経済交流促進課 2

金融支援課 2

貸金業対策課 2

労政課 2

雇用対策課 2

人材育成課 3

計 2 31 全　員

環境農林水産総務課 2 4

検査指導課 2

地球環境課 2

みどり推進課 2 4

資源循環課 2

産業廃棄物指導課 2

環境保全課 2

事業所指導課 2

交通環境課 2

推進課 2 5

整備課 7 16

流 通 対 策 室 5

水産課 2

動物愛護畜産課 2

計 13 52 全　員

商

工

労

働

部

全　員

商 工 振 興 室

雇 用 推 進 室

環

境

農

林

水

産

部

全　員

みどり・都市環境室

循環型社会推進室

環 境 管 理 室

農 政 室

全　員

地域福祉推進室

障がい福祉室

高 齢 介 護 室

こ ど も 室

健

康

医

療

部

全　員

保 健 医 療 室

部　 （室） 　名 課　　　　名

福

祉

部


	□見直し



	頁
	旧
	新
	理　由

	P33

	　[image: image5.emf]非　　常 非　　常 非　　常

1号配備 2号配備 3号配備

都市整備総務課

総合計画課 30

市街地整備課 28

道路整備課

都市交通課

道路環境課

河川整備課

ダム砂防課

河川環境課

経営企画課

事業課

公園課 6 22

12 45

21 83

計 114 498 全　員

住宅まちづくり総務課 2 3

居住企画課 1 4

建築企画課 2

審査指導課 　 2
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	３　食品の給与、飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与

（中略）

(1)　食品の供与
（中略）

　　ア　精米等

　　　（中略）

(ｲ) 供与の方法

ⅰ　アルファ化米、高齢者用食等

消防防災課長は、市町村長から食料の供給の要請があったときは、災害用として備蓄しているアルファ化米、高齢者用食を供与する。また、即席麺・食パン・クラッカーについては、食品会社に対し、「災害時における罹災者食糧の確保」に関する文書を準用し、各社保有の即席麺・パン・クラッカーの出荷を要請する。

ⅱ　米穀（精米又は玄米）、乾パン、漬物

流通対策室長は、市町村長から消防防災課長を通じて食料の供給の要請があったときは、「大阪府災害救助用食料緊急引渡要領」を踏まえ、次のとおり供与する。

・　近畿農政局大阪農政事務所に対し、「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領」（平成１８年６月１５日付け農林水産省総合食料局長通知）に基づき、政府所有の米穀及び乾パン及び乾燥米飯の引渡しを要請する。
・　米穀卸売業者に対し、「災害救助用精米の保管及び供給等の協力に関する協定」を準用し、当該業者所有の精米の供給を要請する。

・　大阪府漬物事業協同組合に対し、「災害救助用漬物の保管に関する協定」を準用し、大阪府所有の漬物の引渡しを請求する。（中略）

 (2)  飲料水の供給
　　　　府及び市町村は相互に協力して、飲料水を供給する。

　　ア　給水活動の実施

　　　(ｱ)担当課長

　　　　　　環境衛生課長、経営企画課長、事業管理室調整課長、事業管理室管理課長

(ｲ)給水体制の確立

府水道部は、水道施設及び工業用施設が被害を受けたとき、「大阪府営水道震災応急対策実施計画」を踏まえ、応急対策活動を実施する。

府域内において府及び市町村（大阪市を除く。）の水道事業管理者並びに泉北水道企業団が相互に協力する必要があるときは、「大阪府水道震災対策相互応援協定」などを踏まえ、大阪府水道震災対策中央本部を設置し、応急給水・応急復旧を実施する。

(ｳ)供給の方法

ⅰ　府営水道の給水拠点の活用

事業管理室管理課長は、「府営水道のあんしん給水栓取扱要領」に基づき、

浄水場、ポンプ場、浄水池に設置されている、あんしん給水栓を活用し、飲

料水等を確保する。

ⅱ　給水資機材及び非常用飲料水の確保

各課長は、把握した市町村水道の被害状況を基に、市町村への給水資機材

及び非常用飲料水の確保について必要と認めたとき又は要請があったとき

は、「大阪府水道震災対策中央本部」を通じ、隣接市町村等と協力して調達斡

旋する。

ⅲ　給水活動に関する情報の提供

給水活動の状況や水質検査の結果などの情報を積極的に提供する。
	３　食品の給与、飲料水の供給、生活必需品の給与・貸与

（中略）

(1)　食品の供与

　（中略）

ア　精米等

（中略）

(ｲ) 供与の方法　　
ⅰ　アルファ化米、高齢者用食等

消防防災課長は、市町村長から食料の供給の要請があったときは、災害用として備蓄しているアルファ化米、高齢者用食を供与する。また、即席麺・食パン・クラッカーについては、食品会社に対し、「災害時における罹災者食糧の確保」に関する文書を踏まえ、各社保有の即席麺・パン・クラッカーの出荷を要請する。

ⅱ　米穀（精米又は玄米）、漬物
流通対策室長は、市町村長から消防防災課長を通じて食料の供給の要請があったときは、「大阪府災害救助用食料緊急引渡要領」を踏まえ、次のとおり供与する。

・　農林水産省生産局に対し、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（平成２１年５月２９日付け農林水産省総合食料局長通知）に基づき、政府所有の米穀の引渡しを要請する。

・　米穀販売事業者に対し、「災害救助用精米の保管及び供給等の協力に関する協定」を準用し、当該業者所有の精米の供給を要請する。

・　大阪府漬物事業協同組合に対し、「災害救助用漬物の保管に関する協定」を準用し、大阪府所有の漬物の引渡しを請求する。
（中略）

(2)　飲料水の供給
　　　　府及び市町村は相互に協力して、飲料水を供給する。

　　ア　給水活動の実施

　　　(ｱ)担当課長

　　　　　　環境衛生課長、消防防災課長
(ｲ)給水体制の確立

環境衛生課は、府内水道施設及び工業用水道施設が被害を受けたとき、その被害・復旧状況に関する情報を収集する。

府域内において市町村（大阪市を除く。）の水道事業、大阪広域水道企業団、泉北水道企業団が相互に協力する必要があるときは、「大阪広域水道震災対策相互応援協定」を踏まえ、「大阪広域水道震災対策中央本部」に参画し、関係者と連携して給水体制を確立する。

(ｳ)供給の方法

ⅰ　大阪広域水道企業団の給水拠点の活用
環境衛生課長は、大阪広域水道企業団の浄水場、ポンプ場、浄水池に設置されている、あんしん給水栓を活用し、飲料水等を確保するよう「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じ要請する。
ⅱ　給水資機材及び非常用飲料水の確保

環境衛生課長は、把握した市町村水道の被害状況を基に、市町村への給水資機材及び非常用飲料水の確保について必要と認めたとき又は要請があったときは、「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じ、隣接市町村等と協力して調達斡旋する。

ⅲ　給水活動に関する情報の収集と提供

給水活動の状況や水質検査の結果などの情報を収集し、積極的に提供する。
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	ⅳ　隣接市町村等に対する必要な応援の措置

各課長は、把握した市町村水道の被害状況を基に、隣接市町村等の応援に

ついて必要と認めたとき又は市町村から応援要請を受けたときは、当該市町

村の隣接市町村等に対して「大阪府水道震災対策中央本部」を通じ、必要な

応援の措置を命じる。

ⅴ　水質検査等の措置

環境衛生課長は、必要に応じ各保健所、公衆衛生研究所に指示し、水質検

査等の措置を講じる。

また、各課長は、「大阪府水道震災対策中央本部」を通じて、必要に応じ、

水道事業体に指示し、水質検査等の措置を講じさせる。
ⅵ　パック水・缶詰水の配布

各課長は、府水道部の備蓄水（アルミ缶詰め）を配布する。

また、消防防災課長は、飲料製造会社に対し、「災害時における飲料の提供

協力に関する協定書」を準用し、当該会社保有の飲料の提供を要請する。

ⅶ　応急給水用容器の供給

消防防災課長は、市町村長から応急給水用容器の供給の要請があったとき

は、府が備蓄している飲料水袋を供給する。


	ⅳ　隣接市町村等に対する必要な応援の措置

環境衛生課長は、把握した市町村水道の被害状況を基に、隣接市町村等の応援について必要と認めたとき又は市町村から応援要請を受けたときは、当該市町村の隣接市町村等に対して「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じ、必要な応援の措置を要請する。

ⅴ　水質検査等の措置

環境衛生課長は、必要に応じ各保健所、公衆衛生研究所に指示し、また水道事業体
に対しては、必要に応じ「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じて措置を講じるよう要請する。
ⅵ　パック水・缶詰水の配布

消防防災課長は、飲料製造会社に対し、「災害時における飲料の提供協力に関する協定書」を準用し、当該会社保有の飲料の提供を要請する。

ⅶ　応急給水用容器の供給

消防防災課長は、市町村長から応急給水用容器の供給の要請があったときは、府が備蓄している飲料水袋を供給する。


	□組織改正



	
	第５章　国民生活の安定
第１節　生活関連物資の価格安定等

府消費生活センターは、生活関連物資等 （食料、被服、日用品、燃料、生産資材その他の国民生活との関連性が高い又は国民経済上重要な物資・役務)の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、次の法令に基づき、適切な措置を実施する。

（中略）
第２節　避難住民等の生活安定等

１　被災児童・生徒等に対する教育

府教育委員会は、学校教育を継続して実施するため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の措置を実施する。

また、私学・大学課は、私立学校が公立学校に準じた措置を実施するよう指導・助言する。

（中略）
(2) 応急教育体制の確立
ア　応急教育の実施

学校長は、教職員及び児童・生徒（府立高等専門学校の学生を含む）の被災状況や所在地を確認するとともに、教育施設の状況を踏まえ、府教育委員会と協議し、応急教育実施のための措置を講ずる。


	第５章　国民生活の安定
第１節　生活関連物資の価格安定等

府民文化総務課長は、生活関連物資等 （食料、被服、日用品、燃料、生産資材その他の国民生活との関連性が高い又は国民経済上重要な物資・役務)の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、次の法令に基づき、適切な措置を実施する。

（中略）

第２節　避難住民等の生活安定等

１　被災児童・生徒等に対する教育

府教育委員会は、学校教育を継続して実施するため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の措置を実施する。

また、私学・大学課は、私立学校が公立学校に準じた措置を実施するよう指導・助言する。

（中略）
(2) 応急教育体制の確立
ア　応急教育の実施

学校長は、教職員及び児童・生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、教育施設の状況を踏まえ、府教育委員会と協議し、応急教育実施のための措置を講ずる。


	□組織改正
□組織改正




	頁
	旧
	新
	理　由

	P81
P82
	（中略）

(3) 就学援助等　
ア　就学援助等に関する措置

府教育委員会は、被災により就学及び学費の支弁が困難となった生徒に対し、入学料や授業料の特別免除などの措置を講ずる。

私学・大学課は、私立学校の行う就学援助に対して支援するよう努める。

（後略）
	（中略）

(3) 就学援助等

ア　就学援助等に関する措置

府教育委員会は、被災により就学及び学費の支弁が困難となった生徒に対し、入学料や授業料の特別免除などの措置を講ずる。

私学・大学課は、私立学校及び府立大学・高等専門学校の行う就学援助に対して支援するよう努める。
（後略）
	□組織改正

□見直し



	
	第３節　生活基盤の確保等

１　上水道・工業用水道

(1) 応急給水及び復旧

ア　水道部及び環境衛生課は、市町村と協力して、大阪府水道震災対策中央本部を設置し、応急給水・復旧活動等に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援を行う。

イ　給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな復旧に努める。

ウ　被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の給水重要施設へ優先的な応急給水、復旧を行う。

エ　被害状況等によっては、他の水道事業者及び工業用水道事業者に対し応援を要請する。

(2) 広報
被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。


	第３節　生活基盤の確保等

１　上水道・工業用水道

(1) 応急給水及び復旧

ア　環境衛生課は、「大阪広域水道震災対策中央本部」に参画し、応急給水・復旧活動等に関する情報収集を行う。

イ　「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じて、水道事業体に、給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな復旧に努めるよう要請する。

ウ　「大阪広域水道震災対策中央本部」を通じて、水道事業体に、被害状況、復旧の難易度を勘案しながら、医療機関、社会福祉施設等の給水重要施設へ優先的な応急給水、復旧を行うよう要請する。
エ　被害状況等によっては、他の水道事業者及び工業用水道事業者に対し応援を要請する。

(2) 広報

被害状況、給水状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、広報する。


	□組織改正

□見直し
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第１章　　　実施体制の確立





突発事案の発生


（ケース１）





連絡





報告


指示








危機管理監





報告


指示





知　事





関係機関現地連絡会議


（市町村・警察・消防など）





情報収集





現地調査班


危機管理室


関係課





指令部事務局


（危機管理室・企画室）





報告





報告





府防災・危機管理指令部


指令部長：危機管理監


指令部員：全部局総務課長ほか





報告


指示





知　事





府国民保護対策本部


本部長：知事


本部員：全部局長、警察本部長ほか


ⅰ　国民保護措置の実施


ⅱ　情報の収集・伝達


ⅲ　職員の配備


ⅳ　関係機関への応援要請


ⅴ　市町村への応援


ⅵ　現地対策本部の設置


ⅶ　国現地対策本部との連携





消防庁





通知





事態認定


対策本部を設置すべき


地方公共団体の指定
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国対策本部





近畿ブロック府県等





緊急消防援助隊





広域緊急援助隊（警察）





自衛隊（国民保護等派遣）





市町村・指定（地方）公共機関





緊急調査班


（関係部局の応援班）





府現地対策本部


本部長等は知事が指名





国現地対策本部連絡員





出先機関等





派遣





連携





設置





派遣





警察部





教育部





水道部





会計部





住宅まちづくり部





都市整備部





環境農林水産部





商工労働部





健康医療部





福祉部





府民文化部





総務部





政策企画部





関係機関





情報収集





府災害対策本部 等


(事態認定前)





予測事態の発生


（ケース２）





総理大臣





消防庁





危機管理室


（防災・危機管理当直）
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危機管理室


（防災・危機管理当直）





知　事
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危機管理監





報告


指示
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突発事案の発生


（ケース１）





報告





報告





連絡





消防庁





総理大臣





予測事態の発生
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情報収集





関係機関





指令部事務局


（危機管理室・企画室）





報告


指示





知　事





府防災・危機管理指令部


指令部長：危機管理監


指令部員：全部局総務課長ほか





府災害対策本部 等


(事態認定前)





事態認定


対策本部を設置すべき


地方公共団体の指定





通知





消防庁





府国民保護対策本部


本部長：知事


本部員：全部局長、警察本部長ほか


ⅰ　国民保護措置の実施


ⅱ　情報の収集・伝達


ⅲ　職員の配備


ⅳ　関係機関への応援要請


ⅴ　市町村への応援


ⅵ　現地対策本部の設置


ⅶ　国現地対策本部との連携





連携





派遣





市町村・指定（地方）公共機関





国対策本部





連携





府現地対策本部


本部長等は知事が指名





緊急調査班


（関係部局の応援班）





緊急消防援助隊





近畿ブロック府県等





派遣





設置





広域緊急援助隊（警察）





出先機関等





国現地対策本部連絡員
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商工労働部





環境農林水産部





都市整備部
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市町村





警報の発令





消防防災無線など





国対策本部





総務省（消防庁国民保護・防災部）





危機管理室


（防災・危機管理当直室）
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監査委員
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